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新投資口発行及び投資口売出しに関するお知らせ 

 

日本ビルファンド投資法人（以下「本投資法人」という。）は、平成 26 年３月５日開催の本投資法人役員会におい

て、新投資口発行及び投資口売出しに関し決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

１．公募による新投資口発行（一般募集） 

(1) 募集投資口数 26,500口 

(2) 払込金額(発行価額) 未定 

（日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第 25条に規定される方式に

より、平成 26年３月 12日（水）から平成 26年３月 18日（火）までの間のいずれかの日

（以下「発行価格等決定日」という。）に開催する役員会において決定する。） 

(3) 募集方法 一般募集とし、野村證券株式会社、大和証券株式会社（以下併せて「共同主幹事会社」と

いう。）、メリルリンチ日本証券株式会社、ＳＭＢＣ日興証券株式会社、みずほ証券株式会

社及び三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社（以下「引受人」と総称する。）に

全投資口を買取引受けさせる。 

なお、一般募集における発行価格（募集価格）は、日本証券業協会の定める有価証券の引

受け等に関する規則第 25 条に規定される方式により、発行価格等決定日の株式会社東京

証券取引所における普通取引の終値（当日に終値のない場合は、その日に先立つ直近日の

終値）に 0.90～1.00 を乗じた価格（１円未満端数切捨て）を仮条件として、需要状況等

を勘案した上で決定する。 

(4) 引受人の対価 引受手数料は支払わず、これに代わるものとして一般募集における発行価格（募集価格）

と引受人より本投資法人に払い込まれる金額である払込金額（発行価額）との差額を引受

人の手取金とする。 

(5) 申込単位 １口以上１口単位 

(6) 申込期間 発行価格等決定日の翌営業日から発行価格等決定日の２営業日後の日まで。 

(7) 払込期日      平成 26年３月 19日（水）から平成 26年３月 26日（水）までの間のいずれかの日。但し、

発行価格等決定日の５営業日後の日とする。 

(8) 払込金額（発行価額）、その他この新投資口発行に必要な事項は、今後開催する役員会において決定する。 

(9) 前記各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。 
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２．投資口の売出し（オーバーアロットメントによる売出し） 

(1) 売出人及び売出投資口数 野村證券株式会社 1,500口 

なお、売出投資口数は上限を示したものである。需要状況等により減少し、又はオー

バーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合がある。売出投資口

数は、需要状況等を勘案した上で、発行価格等決定日に開催する役員会において決定

する。 

(2) 売出価格 未定 

（発行価格等決定日に決定する。なお、売出価格は、一般募集における発行価格（募

集価格）と同一とする。） 

(3) 売出方法  一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した上で、一般募集の事務主幹事会社であ

る野村證券株式会社が本投資法人の投資主から 1,500 口を上限として借り入れる本投

資法人の投資口の売出しを行う。 

(4) 申込単位    １口以上１口単位 

(5) 申込期間    一般募集における申込期間と同一とする。 

(6) 受渡期日    一般募集における払込期日の翌営業日とする。 

(7) 売出価格、その他この投資口の売出しに必要な事項は、今後開催する役員会において決定する。 

(8) 前記各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。 

 

３．第三者割当による新投資口発行 

(1) 募集投資口数        1,500口 

(2) 払込金額(発行価額) 未定 

（発行価格等決定日に開催する役員会において決定する。なお、払込金額（発行価額）

は一般募集における払込金額（発行価額）と同一とする。） 

(3) 割当先及び口数  野村證券株式会社 1,500口 

(4) 申込単位    １口以上１口単位 

(5) 申込期間    平成 26年３月 27日（木）から平成 26年４月２日（水）までの間のいずれかの日。 

  （申込期日）     但し、一般募集の払込期日の５営業日後の日とする。 

(6) 払込期日 平成 26年３月 28日（金）から平成 26年４月３日（木）までの間のいずれかの日。 

但し、一般募集の払込期日の６営業日後の日とする。 

(7) 上記（5）記載の申込期間（申込期日）までに申込みのない投資口については、発行を打切るものとする。 

(8) 払込金額（発行価額）、その他この新投資口発行に必要な事項は、今後開催する役員会において決定する。 

(9) 前記各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。 
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＜ご参考＞ 

１．オーバーアロットメントによる売出し等について 

前記「２．投資口の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）」に記載のオーバーアロットメントによる売出

しは、前記「１．公募による新投資口発行（一般募集）」に記載の一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した上で、

一般募集とは別に、一般募集の事務主幹事会社である野村證券株式会社が本投資法人の投資主から 1,500 口を上限と

して借り入れる本投資法人の投資口の売出しです。オーバーアロットメントによる売出しの売出数は、1,500 口を予

定していますが、当該売出数は上限の売出数であり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメントによる

売出しそのものが全く行われない場合があります。 

 なお、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、野村證券株式会社が上記本投資法人の投資主から借り入

れた本投資法人の投資口（以下「借入投資口」という。）の返還に必要な本投資法人の投資口を取得させるために、本

投資法人は平成 26年３月５日（水）開催の本投資法人役員会において、野村證券株式会社を割当先とする本投資法人

の投資口 1,500口の第三者割当による新投資口発行（以下「本第三者割当」という。）を、平成 26年３月 28日（金）

から平成 26 年４月３日（木）までの間のいずれかの日（但し、一般募集の払込期日の６営業日後の日とする。）を払

込期日（以下「本第三者割当の払込期日」という。）として行うことを決議しています。 

 また、野村證券株式会社は、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間の終了する日の翌日か

ら本第三者割当の払込期日の５営業日前の日までの間（以下「シンジケートカバー取引期間」という。）、借入投資口

の返還を目的として、株式会社東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る口数を上限とす

る本投資法人の投資口の買付け（以下「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があります。野村證券株式会

社がシンジケートカバー取引により買い付けた全ての本投資法人の投資口は、借入投資口の返還に充当されます。な

お、シンジケートカバー取引期間内において、野村證券株式会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わず、又

はオーバーアロットメントによる売出しに係る口数に至らない口数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があ

ります。 

 更に、野村證券株式会社は、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しに伴って安定操作取引を行うこと

があり、かかる安定操作取引により買い付けた本投資法人の投資口の全部又は一部を借入投資口の返還に充当するこ

とがあります。 

 オーバーアロットメントによる売出しに係る口数から、安定操作取引及びシンジケートカバー取引によって買い付

け、借入投資口の返還に充当する口数を減じた口数について、野村證券株式会社は本第三者割当に係る割当てに応じ、

本投資法人の投資口を取得する予定です。そのため本第三者割当における発行数の全部又は一部につき申込みが行わ

れず、その結果、失権により本第三者割当における最終的な発行数がその限度で減少し、又は発行そのものが全く行

われない場合があります。 

 上記に記載の取引に関して、野村證券株式会社は、大和証券株式会社と協議の上、これを行います。 

 

２．今回の新投資口発行による発行済投資口数の推移 

現 在 の 発 行 済 投 資 口 総 数 1,384,000口 

一般募集に係る新投資口発行による増加投資口数 26,500口 

一般募集に係る新投資口発行後の発行済投資口総数 1,410,500口 

本第三者割当に係る新投資口発行による増加投資口数 1,500口(注) 

本第三者割当に係る新投資口発行後の発行済投資口総数 1,412,000口(注) 

（注）本第三者割当の募集投資口数の全口数に対し野村證券株式会社から申込みがあり、発行が行われ

た場合の数字です。 
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３．発行の目的及び理由 

新投資口の発行による資金調達により、新たな特定資産を取得することで資産規模及びポートフォリオの質の

向上が図れることから、マーケット動向、総資産有利子負債比率及び１口当たり分配金の水準等を総合的に勘案

した結果、新投資口の発行を決定したものです。 

 

４．調達する資金の額、使途及び支出予定時期 

(1) 調達する資金の額（差引手取概算額） 

15,696,800,000円（上限） 

（注）一般募集における手取金 14,855,900,000 円及び本第三者割当による新投資口発行の手取金上限

840,900,000 円を併せたものです。また、上記金額は平成 26 年２月 25 日(火)現在の株式会社東京証券

取引所における終値を基準として算出した見込額です。 

 

(2) 調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期 

本日公表した「資産の取得に関するお知らせ（中之島セントラルタワー（共有持分 40％））」に記載の本投資法

人が取得を予定している特定資産の取得資金に充当します。なお、残余が生じた場合は借入金の返済資金に充当

します。 

 

５．配分先の指定 

引受人は、本投資法人が資産の運用に係る業務を委託している日本ビルファンドマネジメント株式会社の株主

である三井不動産株式会社に対し、一般募集の対象となる本投資法人の投資口のうち、2,000口を販売する予定で

す。 

 

６．今後の見通し 

本日付で公表した『平成 26年６月期の「運用状況の予想の修正」に関するお知らせ』に記載のとおりです。 

 

７．最近３営業期間の運用状況及びエクイティ・ファイナンスの状況等 

(1) 最近３営業期間の運用状況 

 
平成 24年 12月期 平成 25年６月期 

平成 25年 12月期 

（注２） 

１口当たり当期純利益（注１） 15,754円 18,970円 19,184円 

１ 口 当 た り 分 配 金 15,754円 16,854円 17,290円 

実 績 配 当 性 向 99.9％ 90.1％ 90.1％ 

１ 口 当 た り 純 資 産 727,577円 747,954円 750,286円 

（注１）１口当たり当期純利益は、当期純利益を日数加重平均投資口数で除することにより算定していま
す。 

（注２）本日現在、平成 25年 12月期の数値については、金融商品取引法第 193条の 2第 1項の規定に基づ
く監査はなされていません。 

（注３）本投資法人は、平成 26 年１月１日付で、投資口１口につき２口の割合で投資口分割を行っており
ますが、１口当たり当期純利益、１口当たり分配金及び１口当たり純資産については、当該投資
口分割考慮前の数値です。 
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(2) 最近の投資口価格の状況 

①最近３営業期間の状況 

 平成 24年 12月期 平成 25年６月期 平成 25年 12月期（注） 

始  値 781,000円 913,000円 1,158,000円 

高  値 910,000円 1,505,000円 1,269,000円 

安  値 735,000円 882,000円 1,053,000円 

終  値 893,000円 1,148,000円 1,224,000円 

（注）本投資法人は、平成 26 年１月１日付で、投資口１口につき２口の割合で投資口分割を行っており、
平成 25年 12月 26日より権利落後の２分割された投資口価格により取引されています。従いまして、
平成 25 年 12 月期の高値、安値及び終値の投資口価格において、権利落後の投資口価格に対しては、
２を乗じた価格を１口当たりの投資口価格とみなした上で算出しています。 

 

②最近６ヶ月間の状況 

 平成 25年 10月 11月 12月（注２） 平成 26年１月 ２月 ３月（注１） 

始  値 1,217,000 円 1,214,000円 1,207,000円 615,000円 584,000円 572,000円 

高  値 1,235,000 円 1,226,000円 1,244,000円 615,000円 595,000円 581,000円 

安  値 1,159,000円 1,162,000円 1,137,000円 569,000円 554,000円 566,000円 

終  値 1,217,000 円 1,204,000円 1,224,000円 583,000円 582,000円 579,000円 

（注１）平成 26年３月の投資口価格については、平成 26年３月４日現在で表示しています。 
（注２）本投資法人は、平成 26年１月１日付で、投資口１口につき２口の割合で投資口分割を行っており、

平成 25 年 12 月 26 日より権利落後の２分割された投資口価格により取引されています。従いまし
て、平成 25年 12月の高値、安値及び終値の投資口価格において、権利落後の投資口価格に対して
は、２を乗じた価格を１口当たりの投資口価格とみなした上で算出しています。 

 

③発行決議日の前営業日における投資口価格 

 平成 26年３月４日 

始 値 571,000円 

高 値 579,000円 

安 値 571,000円 

終 値 579,000円 

 

(3) 最近３営業期間のエクイティ・ファイナンスの状況 

・公募増資 

発 行 期 日 平成 25年１月 23日 

調 達 資 金 の 額 63,973,000,000円 

払 込 金 額 （ 発 行 価 額 ） 864,500円 

募集時における発行済投資口数 613,000口 

当該募集による発行投資口数 74,000口 

募集後における発行済投資口総数 687,000口 

発行時における当初の資金使途 
全額を取得予定の特定資産の取得資金に充当、残余が生じた場合

は借入金の返済に充当 

発行時における支出予定時期 平成 25年２月以降 

現 時 点 に お け る 充 当 状 況 上記支出予定時期に全額を特定資産の取得資金に充当済み 
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・第三者割当増資 

発 行 期 日 平成 25年１月 31日 

調 達 資 金 の 額 4,322,500,000 円 

払 込 金 額 （ 発 行 価 額 ） 864,500円 

募集時における発行済投資口数 687,000口 

当該募集による発行投資口数 5,000口 

募集後における発行済投資口総数 692,000口 

割 当 先 野村證券株式会社 

発行時における当初の資金使途 
全額を取得予定の特定資産の取得資金に充当、残余が生じた場合

は借入金の返済に充当 

発行時における支出予定時期 平成 25年２月以降 

現 時 点 に お け る 充 当 状 況 上記支出予定時期に全額を特定資産の取得資金に充当済み 

 

８．その他（売却・追加発行等の制限） 

① 一般募集に関連して、三井不動産株式会社に、共同主幹事会社との間で、一般募集に関する発行価格等決定

日から一般募集の受渡期日の６ヶ月後の応当日までの期間中、共同主幹事会社の事前の書面による同意なし

には、その保有する本投資法人の投資口の売却等（但し、オーバーアロットメントによる売出しのために本

投資法人の投資口を共同主幹事会社に貸し渡すこと及び上記期間内に行われることがある同様の取引の場合

等を除きます。）を行わない旨約して頂く予定です。 

共同主幹事会社は、上記の期間中にその裁量で当該合意の内容の一部又は全部を解除する権利を有する予定

です。 

② 一般募集に関連して、本投資法人は、共同主幹事会社との間で、一般募集に関する発行価格等決定日から一

般募集の受渡期日の３ヶ月後の応当日までの期間中、共同主幹事会社の事前の書面による同意なしには、本

投資法人の投資口の追加発行等（但し、一般募集、本第三者割当及び投資口分割による新投資口発行等を除

きます。）を行わない旨合意しています。 

共同主幹事会社は、上記の期間中にその裁量で当該合意の内容の一部又は全部を解除する権利を有していま

す。 

 

以  上 

 

＊ 本資料の配布先 ： 兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会 

＊ 本投資法人のホームページアドレス ： http://www.nbf-m.com/nbf 


